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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録ヘッドから記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成するとともに、前記記
録ヘッドの性能を維持するための維持回復によって生じる前記記録液の廃液を収納する廃
液タンクを備える画像形成装置において、
　予め装置本体に装着された本体同梱廃液タンクを有し、
　前記本体同梱廃液タンクが廃液満タン状態になったときに前記本体同梱廃液タンクに代
えて交換用廃液タンクを装着可能であり、
　前記廃液タンクに設けられた廃液満タンを検出する廃液満タンセンサの出力から装置の
停止及び停止状態の解除の制御を行う制御手段を有し、
　前記廃液満タンセンサは、反射型フォトセンサからなり、
　前記制御手段は、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた満タン閾値と比較して、満タン閾値以
下になったとき満タン状態であると判別して装置を停止状態にし、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた前記満タン閾値より大きい満タン解除
閾値と比較して、前記満タン解除閾値を超えるときに前記停止状態を解除する制御をし、
　前記本体同梱廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン閾値を
超え、前記満タン解除閾値以下であり、
　前記交換用廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン解除閾値
を超える
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ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　記録ヘッドから記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成し、
　予め装置本体に装着された本体同梱廃液タンクを有し、
　前記本体同梱廃液タンクが廃液満タン状態になったときに前記本体同梱廃液タンクに代
えて交換用廃液タンクを装着可能であり、
　前記廃液タンクに設けられた廃液満タンセンサの出力から装置の停止及び停止状態の解
除の制御を行う制御手段を有し、
　前記廃液満タンセンサは、反射型フォトセンサからなり
　前記制御手段は、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた満タン閾値と比較して、満タン閾値以
下になったとき満タン状態であると判別して装置を停止状態にし、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた前記満タン閾値より大きい満タン解除
閾値と比較して、前記満タン解除閾値を超えるときに前記停止状態を解除する制御をし、
　前記本体同梱廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン閾値を
超え、前記満タン解除閾値以下である画像形成装置における前記交換用廃液タンクであっ
て、
　前記交換用廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン解除閾値
を超える
ことを特徴とする交換用廃液タンク。
【請求項３】
　請求項２に記載の交換用廃液タンクにおいて、前記反射型フォトセンサの初期出力電圧
に関与する構成部分が前記本体同梱廃液タンクの前記構成部分と異なることを特徴とする
交換用廃液タンク。
【請求項４】
　請求項３に記載の交換用廃液タンクにおいて、前記反射型フォトセンサ自体が前記本体
同梱廃液タンクの前記反射型フォトセンサと異なることを特徴とする交換用廃液タンク。
【請求項５】
　請求項３に記載の交換用廃液タンクにおいて、前記廃液を吸収する吸収体の枚数が前記
本体同梱廃液タンクの前記吸収体の枚数と異なることを特徴とする交換用廃液タンク。
【請求項６】
　請求項３に記載の交換用廃液タンクにおいて、前記反射型フォトセンサの焦点距離を規
定するリブの高さが前記本体同梱廃液タンクの前記リブの高さと異なることを特徴とする
交換用廃液タンク。
【請求項７】
　請求項２ないし６のいずれかに記載の交換用廃液タンクにおいて、前記反射型フォトセ
ンサの焦点距離が前記本体同梱廃液タンクの前記反射型ファトセンサの焦点距離よりも遠
いことを特徴とする交換用廃液タンク。
【請求項８】
　記録ヘッドから記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成し、
　予め装置本体に装着された本体同梱廃液タンクを有し、
　前記本体同梱廃液タンクが廃液満タン状態になったときに前記本体同梱廃液タンクに代
えて交換用廃液タンクを装着可能であり、
　前記廃液タンクに設けられた廃液満タンセンサの出力から装置の停止及び停止状態の解
除の制御を行う制御手段を有し、
　前記廃液満タンセンサは、反射型フォトセンサからなり、
　前記制御手段は、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた満タン閾値と比較して、満タン閾値以
下になったとき満タン状態であると判別して装置を停止状態にし、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた前記満タン閾値より大きい満タン解除
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閾値と比較して、前記満タン解除閾値を超えるときに前記停止状態を解除する制御をし、
　前記交換用廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン解除閾値
を超える画像形成装置における前記本体同梱廃液タンクであって、
　前記本体同梱廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン閾値を
超え、前記満タン解除閾値以下である
ことを特徴とする廃液タンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成装置、交換用廃液タンク、廃液タンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、プリンタ、ファックス、コピア、プロッタ、或いはこれらの内の複数の機能を
複合した画像形成装置としては、例えば、記録液（液体）の液滴を吐出する液体吐出ヘッ
ドで構成した記録ヘッドを含む液体吐出装置を用いて、媒体（以下「用紙」ともいうが材
質を限定するものではなく、また、被記録媒体、記録媒体、転写材、記録紙なども同義で
使用する。）を搬送しながら、液体としての記録液（以下、インクともいう。）を用紙に
付着させて画像形成（記録、印刷、印写、印字も同義語で用いる。）を行なうインクジェ
ット記録装置装置などがある。
【０００３】
　なお、「画像形成装置」は、紙、糸、繊維、布帛、皮革、金属、プラスチック、ガラス
、木材、セラミックス等の媒体に液体を吐出して画像形成を行う装置を意味し、また、「
画像形成」とは、文字や図形等の意味を持つ画像を媒体に対して付与することだけでなく
、パターン等の意味を持たない画像を媒体に付与することをも意味する。また、「液体」
とは、記録液、インクに限るものではなく、吐出されるときに流体となるものであれば特
に限定されるものではない。また、「液体吐出装置」とは液体吐出ヘッドから液体を吐出
する装置を意味し、画像形成を行うものに限定されない。
【０００４】
　また、液体吐出ヘッドを備える画像形成装置としては、ヘッドをキャリッジに搭載して
用紙の送り方向と直交する主走査方向に移動させることで記録を行うシリアル型画像記録
装置と、記録領域の略全幅にわたって液滴を吐出する複数の吐出口(ノズル）を列設した
ライン型ヘッドを用いるライン型画像記録装置がある。
【０００５】
　このような記録液を使用する画像形成装置における記録ヘッドは、圧力発生室で加圧し
た記録液をノズルから用紙に吐出させて記録を行なう関係上、ノズルからの溶媒の蒸発に
起因する記録液粘度の上昇や、インクの固化、塵埃の付着、さらには気泡の混入などによ
り吐出不良の状態となり、記録不良を起こすという問題を抱えている。
【０００６】
　そこで、液体吐出方式の画像形成装置では、非記録時に記録ヘッドのノズルを封止する
ためのキャッピング手段と、必要に応じてノズル形成面を清掃するワイピング部材が備え
られ、また、記録に寄与しない空吐出を行なう空吐出受けを備えている。キャッピング手
段は、ノズルのインクの乾燥を防止する蓋として機能するだけでなく、ノズルに目詰まり
などが生じた場合には、キャッピング手段によりノズル形成面を封止し、吸引ポンプから
の負圧により、ノズルからインクを吸引排出（ヘッド吸引）させてノズルの目詰まりを解
消する機能をも備えている。
【０００７】
　記録ヘッドの目詰まり解消のために行なうインクの強制的な吸引排出処理は、クリーニ
ング操作と呼ばれており、例えば記録装置の長時間の休止後に記録を再開する場合や、記
録中の所定間隔ごとや、ユーザーが記録状態の不良を認識してクリーニングスイッチを操
作した場合などに実行され、記録ヘッドからインクを排出させた後にゴムなどの弾性部材
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からなるワイピング部材により、記録ヘッドのノズル面（ノズルが形成された面）を払拭
する清浄化操作が伴われる。また、記録中には所要のタイミングで空吐出が行なわれる。
【０００８】
　そして、上述したクリーニング操作に伴ってキャッピング手段内に排出された記録ヘッ
ドからの廃液は、吸引ポンプの駆動により廃液タンク（廃液回収ユニット、インク回収ユ
ニットなどとも称される。）に廃棄することができるように構成されている。この廃液タ
ンクには、一般に多孔質材料により構成された廃液吸収材が収納されており、この廃液吸
収材によって廃液を吸収した形で保持するようになされている。
【０００９】
　ところで、このような廃液吸収材を収納した廃液タンクは、一般的に画像形成装置の寿
命の間で廃棄される廃液の全量を受容する容量が確保されている。したがって、廃液タン
クとしては比較的大容量のものが用いられ、記録装置本体の例えば下底部に大きな体積を
占めた状態で配置されている。
【００１０】
　そのため、より小型化を図ろうとするこの種の画像形成装置置に制約を与えるという問
題を抱えていることから、廃液タンクを交換可能にした画像形成装置が知られている。
【００１１】
　また、廃液タンクの満タン検知に関しては、特許文献１、２に記載されているように反
射型フォトセンサを備えるもの、特許文献３、４に記載されているように廃液タンクに記
憶素子を備えるもの、特許文献２、５に記載されているように電極を備えるもの、特許文
献６に記載されているように廃液タンク外に満タン検知やタンク有無検知を行うセンサを
備えるもの、特許文献７に記載されているように満タン検知と廃液タンクの有無検知を行
う別個のセンサを備えるもの、その他特許文献８に記載されているようなものがある。
【特許文献１】特開２００４－０６６５５４号公報
【特許文献２】特許第３１６７５９８号公報
【特許文献３】特開２００５－２３８８３２号公報
【特許文献４】特開２００２－３３７４１９号公報
【特許文献５】特開平０９－１８７９６１号公報
【特許文献６】特開２００４－３３８２４５号公報
【特許文献７】特開平１０－１８１０４３号公報
【特許文献８】特開２００３－２９１３７５号公報
【００１２】
　また、交換可能とした場合に、満タンになった廃液タンクが再度装着されることを防止
するため、特許文献９に記載されているように、廃インクタンクが満タンとなった時に、
廃インクタンクの発熱体を発熱させセンサパターンを溶融断線させることにより、誤って
使用済みの満タンの廃インクタンクが装着されたときには表示器に「廃インクタンク満タ
ン」を表示するようにしたものがある。
【特許文献９】特開平０９－０１１４９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述したように廃液タンクを交換可能とした場合、満タンになった廃液タンクが再度装
置本体に装着されることを防止しなければならない。この場合、上述した特許文献９に記
載のように廃液タンクが満タンになったときに廃液タンクの発熱体を発熱させてセンサパ
ターンを溶融断線させる構成では、構成が複雑になるという課題がある。
【００１４】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で満タンになった本体同
梱廃液タンクがそのまま再使用されることを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
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　上記の課題を解決するため、本発明に係る画像形成装置は、
　記録ヘッドから記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成するとともに、前記記
録ヘッドの性能を維持するための維持回復によって生じる前記記録液の廃液を収納する廃
液タンクを備える画像形成装置において、
　予め装置本体に装着された本体同梱廃液タンクを有し、
　前記本体同梱廃液タンクが廃液満タン状態になったときに前記本体同梱廃液タンクに代
えて交換用廃液タンクを装着可能であり、
　前記廃液タンクに設けられた廃液満タンを検出する廃液満タンセンサの出力から装置の
停止及び停止状態の解除の制御を行う制御手段を有し、
　前記廃液満タンセンサは、反射型フォトセンサからなり、
　前記制御手段は、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた満タン閾値と比較して、満タン閾値以
下になったとき満タン状態であると判別して装置を停止状態にし、
　前記反射型フォトセンサの出力電圧を予め定めた前記満タン閾値より大きい満タン解除
閾値と比較して、前記満タン解除閾値を超えるときに前記停止状態を解除する制御をし、
　前記本体同梱廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン閾値を
超え、前記満タン解除閾値以下であり、
　前記交換用廃液タンクの前記反射型フォトセンサの初期出力電圧は前記満タン解除閾値
を超える
構成とした。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る画像形成装置によれば、簡単な構成で満タンになった本体同梱廃液タンク
がそのまま再使用されることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。図１は本発明に係る
液滴を吐出する装置を含む本発明に係る画像形成装置としてのインクジェット記録装置を
前方側から見た斜視説明図である。
　このインクジェット記録装置は、装置本体１と、装置本体１に装着された用紙を装填す
るための給紙トレイ２と、装置本体１に着脱自在に装着されて画像が記録（形成）された
用紙をストックするための排紙トレイ３とを備えている。さらに、装置本体１の前面の一
端部側（給排紙トレイ部の側方）には、前面から装置本体１の前方側に突き出し、上面よ
りも低くなったインクカートリッジを装填するためのカートリッジ装填部４を有し、この
カートリッジ装填部４の上面は操作ボタンや表示器などを設ける操作／表示部５としてい
る。
【００２３】
　このカートリッジ装填部４には、色の異なる色材である記録液（インク）、例えば黒（
Ｋ）インク、シアン（Ｃ）インク、マゼンタ（Ｍ）インク、イエロー（Ｙ）インクをそれ
ぞれ収容した複数の記録液カートリッジであるインクカートリッジ１０ｋ、１０ｃ、１０
ｍ、１０ｙ（色を区別しないときは「インクカートリッジ１０」という。）を、装置本体
１の前面側から後方側に向って挿入して装填可能とし、このカートリッジ装填部４の前面
側には、インクカートリッジ１０を着脱するときに開く前カバー（カートリッジカバー）
６を開閉可能に設けている。
【００２４】
　次に、このインクジェット記録装置の機構部について図２及び図３を参照して説明する
。なお、図２は同機構部の概要を示す側面模式的説明図、図３は同じく要部平面説明図で
ある。
　左右の側板２１Ａ、２１Ｂに横架したガイド部材である主従のガイドロッド３１、３２
でキャリッジ３３を主走査方向に摺動自在に保持し、図示しない主走査モータによってタ
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イミングベルトを介して図３で矢示方向（キャリッジ主走査方向）に移動走査する。
【００２５】
　このキャリッジ３３には、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、ブラック
（Ｋ）の各色のインク滴を吐出するための液体吐出ヘッドからなる記録ヘッド３４ａ、３
４ｂ（区別しないときは「記録ヘッド３４」という。）を複数のノズルからなるノズル列
を主走査方向と直交する副走査方向に配列し、インク滴吐出方向を下方に向けて装着して
いる。
【００２６】
　記録ヘッド３４は、それぞれ２つのノズル列を有し、記録ヘッド３４ａの一方のノズル
列はブラック（Ｋ）の液滴を、他方のノズル列はシアン（Ｃ）の液滴を、記録ヘッド３４
ｂの一方のノズル列はマゼンタ（Ｍ）の液滴を、他方のノズル列はイエロー（Ｙ）の液滴
を、それぞれ吐出する。
【００２７】
　記録ヘッド３４を構成するインクジェットヘッドとしては、圧電素子などの圧電アクチ
ュエータ、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いて液体の膜沸騰による相変化を利用す
るサーマルアクチュエータ、温度変化による金属相変化を用いる形状記憶合金アクチュエ
ータ、静電力を用いる静電アクチュエータなどを、液滴を吐出するための圧力を発生する
圧力発生手段として備えたものなどを使用できる。
【００２８】
　また、キャリッジ３３には、記録ヘッド３４のノズル列に対応して各色のインクを供給
するためのヘッドタンク３５ａ、３５ｂ（区別しないときは「ヘッドタンク３５」という
。）を搭載している。このサブタンク３５には各色の供給チューブ３６を介して、前述し
たように、カートリッジ装填部４に装着された各色のインクカートリッジ１０から各色の
インクが補充供給される。なお、このカートリッジ装填４にはインクカートリッジ１０内
のインクを送液するための供給ポンプユニット２４が設けられている。
【００２９】
　一方、給紙トレイ２の用紙積載部（圧板）４１上に積載した用紙４２を給紙するための
給紙部として、用紙積載部４１から用紙４２を１枚ずつ分離給送する半月コロ（給紙コロ
）４３及び給紙コロ４３に対向し、摩擦係数の大きな材質からなる分離パッド４４を備え
、この分離パッド４４は給紙コロ４３側に付勢されている。
【００３０】
　そして、この給紙部から給紙された用紙４２を記録ヘッド３４の下方側に送り込むため
に、用紙４２を案内するガイド部材４５と、カウンタローラ４６と、搬送ガイド部材４７
と、先端加圧コロ４９を有する押さえ部材４８とを備えるとともに、給送された用紙４２
を静電吸着して記録ヘッド３４に対向する位置で搬送するための搬送手段である搬送ベル
ト５１を備えている。
【００３１】
　この搬送ベルト５１は、無端状ベルトであり、搬送ローラ５２とテンションローラ５３
との間に掛け渡されて、ベルト搬送方向（副走査方向）に周回するように構成している。
また、この搬送ベルト５１の表面を帯電させるための帯電手段である帯電ローラ５６を備
えている。この帯電ローラ５６は、搬送ベルト５１の表層に接触し、搬送ベルト５１の回
動に従動して回転するように配置されている。この搬送ベルト５１は、図示しない副走査
モータによってタイミングを介して搬送ローラ５２が回転駆動されることによってベルト
搬送方向に周回移動する。
【００３２】
　さらに、記録ヘッド３４で記録された用紙４２を排紙するための排紙部として、搬送ベ
ルト５１から用紙４２を分離するための分離爪６１と、排紙ローラ６２及び排紙コロ６３
とを備え、排紙ローラ６２の下方に排紙トレイ３を備えている。
【００３３】
　また、装置本体１の背面部には両面ユニット７１が着脱自在に装着されている。この両
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面ユニット７１は搬送ベルト５１の逆方向回転で戻される用紙４２を取り込んで反転させ
て再度カウンタローラ４６と搬送ベルト５１との間に給紙する。また、この両面ユニット
７１の上面は手差しトレイ７２としている。
【００３４】
　さらに、キャリッジ３３の走査方向一方側の非印字領域には、記録ヘッド３４のノズル
の状態を維持し、回復するための回復手段を含む本発明に係るヘッドの維持回復装置であ
る維持回復機構８１を配置している。
【００３５】
　この維持回復機構８１には、記録ヘッド３４の各ノズル面をキャピングするための各キ
ャップ部材（以下「キャップ」という。）８２ａ、８２ｂ（区別しないときは「キャップ
８２」という。）と、ノズル面をワイピングするためのブレード部材であるワイパーブレ
ード８３と、増粘した記録液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出
を行うときの液滴を受ける空吐出受け８４などを備えている。また、このヘッドの維持回
復機構８１の下方側には維持回復動作によって生じる廃液を収容するための廃液タンク１
００が装置本体に対して交換可能に装着される。
【００３６】
　また、キャリッジ３３の走査方向他方側の非印字領域には、記録中などに増粘した記録
液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出を行うときの液滴を受ける
空吐出受け８８を配置し、この空吐出受け８８には記録ヘッド３４のノズル列方向に沿っ
た開口部８９などを備えている。
【００３７】
　このように構成したこの画像形成装置においては、給紙トレイ２から用紙４２が１枚ず
つ分離給紙され、略鉛直上方に給紙された用紙４２はガイド４５で案内され、搬送ベルト
５１とカウンタローラ４６との間に挟まれて搬送され、更に先端を搬送ガイド３７で案内
されて先端加圧コロ４９で搬送ベルト５１に押し付けられ、略９０°搬送方向を転換され
る。
【００３８】
　このとき、帯電ローラ５６に対してプラス出力とマイナス出力とが交互に繰り返すよう
に、つまり交番する電圧が印加され、搬送ベルト５１が交番する帯電電圧パターン、すな
わち、周回方向である副走査方向に、プラスとマイナスが所定の幅で帯状に交互に帯電さ
れたものとなる。このプラス、マイナス交互に帯電した搬送ベルト５１上に用紙４２が給
送されると、用紙４２が搬送ベルト５１に吸着され、搬送ベルト５１の周回移動によって
用紙４２が副走査方向に搬送される。
【００３９】
　そこで、キャリッジ３３を移動させながら画像信号に応じて記録ヘッド３４を駆動する
ことにより、停止している用紙４２にインク滴を吐出して１行分を記録し、用紙４２を所
定量搬送後、次の行の記録を行う。記録終了信号又は用紙４２の後端が記録領域に到達し
た信号を受けることにより、記録動作を終了して、用紙４２を排紙トレイ３に排紙する。
【００４０】
　また、印字（記録）待機中にはキャリッジ３３は維持回復機構８１側に移動されて、キ
ャップ８２で記録ヘッド３４がキャッピングされて、ノズルを湿潤状態に保つことにより
インク乾燥による吐出不良を防止する。また、キャップ８２で記録ヘッド３４をキャッピ
ングした状態で図示しない吸引ポンプによってノズルから記録液を吸引し（「ノズル吸引
」又は「ヘッド吸引」という。）し、増粘した記録液や気泡を排出する回復動作を行う。
また、記録開始前、記録途中などには空吐出受けなどに向けて記録と関係しないインク（
液体の液滴）を吐出する空吐出動作を行う。これによって、記録ヘッド３４の安定した吐
出性能を維持する。
【００４１】
　次に、この画像形成装置における廃液収納ユニットである廃液タンク１００の一例につ
いて図４ないし図７を参照して説明する。なお、図４は同廃液タンクの斜視説明図、図５
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は同廃液タンクの蓋部材を除いた斜視説明図、図６は同廃液タンクの満タン検知センサ周
りのリブの形状を説明する斜視説明図、図７は図４の断面Ａに沿う模式的断面説明図であ
る。
【００４２】
　この廃液タンク１００は、タンクケース本体（容器本体）１０１と、このケース本体１
０１内に収納した液体状の廃液を吸収する積層体からなる吸収部材（吸収体）１０２と、
ケース本体１０１の上部を覆う蓋部材１０３を備えている。
【００４３】
　この廃液タンク１００には、前述した維持回復機構８１から排出される廃液が、蓋部材
１０３に設けた廃液投入口部１０４からケース本体１０１内に投入（供給）される。そし
て、この廃液投入口部１０４を介して廃液が投入される部位に対応して、吸収部材１０２
を設けない部分を形成することで、ケース本体１０１の底面を露出させた空間１０５を形
成している。これにより、廃液を吸収部材１０２に直接投入しないで、空間１０５を通じ
てケース本体１０１の底面に直接到達させることができ、廃液中の流動性が少なく粘度が
高いものは空間１０５内に堆積させて収容できるようにするとともに、空間１０５に投入
された廃液中の流動性の高い液体は吸収部材１０２で吸収できるようにする。
【００４４】
　また、ケース本体１０１には空間１０５の側壁面を仕切る仕切り部であるリブ１０７を
形成している。これにより、吸収部材１０２の一部１０２ａが空間１０５に臨むことにな
り、この一部１０２ａの壁面部分からしか液体状の廃液が吸収部材１０２に浸透しなくな
る。
【００４５】
　さらに、蓋部材１０３には、廃液タンク１００が装着されているか否かを検知する廃液
タンク有無センサを兼ねた、廃液タンク１０１内の廃液が満タンになったことを検出する
廃液満タン検知手段である反射型フォトセンサからなる廃液満タンセンサ１１２を、廃液
投入口部１０４のリブ１０７を挟んで吸収部材１０２上に配置している（図７参照）。そ
して、この満タンセンサ１１２によって満タン検知を行う部位と廃液投入口部１０４の空
間１０５との間を仕切る仕切り部であるリブ１０７の廃液投入口部１０４に対応する部分
は他の部分よりも高さを低くした低い部分１０８として、高低差を設けている。
【００４６】
　このリブ１０７の低い部分１０８の高さは、吸収部材１０２の高さよりも低くして、空
間１０５に記録液が堆積した場合に堆積する堆積物が低い部分１０８を乗り越えて満タン
センサ１１２による吸収部材２０１の検知部位１０２ｂに侵入できるようにしたものであ
る。
【００４７】
　また、廃液満タンセンサ１１２を取付ける蓋部材１０３には、図６に示すように、セン
サ取り付け部位１１５の周囲にリブ１１４ａ～１１４ｄを形成している。このリブ１１４
ａ～１１４ｄは蓋部材１０３をケース本体１０１に装着したときに、吸収部材１０２の検
知部位１０２ｂを押圧することで、吸収部材１０２表面と廃液満タンセンサ１１２との距
離を廃液満タンセンサ１１２の焦点距離を確保できる距離に保つ。
【００４８】
　このように構成した廃液タンク１００においては、維持回復機構８１の例えば空吐出受
け８４から排出された廃インクは、図８に示すように、廃液タンク１００の廃インク投入
口部１０４の空間１０５に投入される。この空間１０５に投入された廃インク１２１ａは
液体状の廃インクであれば吸収部材１０２の部位１０２ａから吸収され、それ以外の廃イ
ンクは空間１０５内に堆積して行く。
【００４９】
　そして、図９に示すように、次第に廃インク１２１ｂは堆積していき、廃インク投入口
部１０４及び吸収部材１０２の満タン検知部位１０２ｂでリブ１０７の高さが一段低くな
った低い部分１０８を乗り越え、リブ１０７の向こう側にある吸収部材１０２の検知部位
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１０２ｂの側面と接触する。
【００５０】
　さらに堆積が進むと、図１０に示すように、廃インク１２１ｃは吸収部材１０２の検知
部位１０２ｂを完全に乗り越え、廃液タンク１００が満タンであることを検知する廃液満
タンセンサ１１２の鉛直下方向まで進行する。これによって、廃液満タンセンサ１１２は
廃液が満タンになったことを検出する。
【００５１】
　すなわち、満タンセンサとして反射型フォトセンサを用いて吸収部材が廃インクを吸収
することによる吸収部材の色の変化で満タンを検知しようとした場合、顔料インクなどの
ように吸収部材に吸収されるのは水分だけで、顔料成分は堆積するような記録液を使用し
ているときには、吸収部材の色が変化しないために、満タン検知を行うことができないお
それが生じる。
【００５２】
　そこで、上述したように、吸収部材１０２を設けない空間１０５を形成し、さらにリブ
１０７を設けることで吸収部材１０２と廃インクの接触面積をできる限り少なくし、吸収
部材への堆積をできる限り防止する。そして、廃液の堆積が生じる廃インク投入口部近傍
に満タンセンサを配置して、この満タンセンサによる検知部位と空間との間を仕切るリブ
の高さを低くした低い部分１０８を設けて、堆積物がリブ１０７の低い部分１０８を乗り
越えて検知部位に侵入するようにする。これによって、反射型フォトセンサのように吸収
部材の色の変化で満タンを検知する場合でも、吸収部材上に堆積物が侵入することで色が
変化するので、正確に満タンを検知できるようになる。なお、廃液投入口部のリブの部分
だけを他よりも低くしても同様の作用効果が得られる。また、記録液として染料系記録液
を使用した場合には吸収部材１０２に吸収されて最終的に吸収部材１０２の検知部位１０
２ｂの色が変化することによって満タンが検知される。
【００５３】
　また、上述したように、吸収部材の色の変化で満タンを検知するようにした場合、反射
型フォトセンサは吸収部材との間で焦点距離を確保しなければセンサとして満足に機能さ
せることができない。この場合、満タンセンサの焦点距離を確保するために、吸収部材の
厚さを薄く調整すると、廃液タンクそのものの寿命が短くなる。
【００５４】
　そこで、上述したように満タンセンサ１１２の近傍を囲み満タンセンサ１１２の焦点距
離を確保するためのリブ１１４ａ～１１４ｄを設けることで、満タンセンサ１１２と吸収
部材１０２との間の距離が満タンセンサ１１２の焦点距離を確保できる距離に保持される
ことになり、廃液タンクの寿命を短くすることなく、正確に満タン検出を行うことができ
るようになる。
【００５５】
　そこで、このような廃液タンク１００について予め画像形成装置本体に同梱される廃液
タンク（これを「本体同梱廃液タンク」という。）と、本体同梱廃液タンクが満タンにな
った場合に交換して装着される交換用廃液タンクとの区別について説明する。
　廃液タンク１００には前述したように反射型フォトセンサからなる廃液満タンセンサ１
１２が備えられている。この廃液満タンセンサ１１２の出力電圧に基づいて、廃液タンク
１００が満タン状態であるか、また、廃液タンク１００が装着されているかを検出するこ
とができる。
【００５６】
　また、この画像形成装置では、廃液タンク１００が満タン状態となった場合は、廃液満
タンセンサ１１２から出力される出力電圧が予め定めた閾値以上でないと満タン状態を解
除できない構成とし、図示しない制御部は、廃液タンク１００の交換を促すエラー表示を
操作／表示部５を使用して行うとともに、装置を停止状態にする。
【００５７】
　ここで、廃液満タンセンサ１１２の出力電圧は、廃液タンク１００の吸収部材１０２の
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検知部位１０２ｂに廃液がないときほど大きくなり、廃液タンク１００そのものが装着さ
れていないときには廃液満タンセンサ１１２がないので検出回路側での廃液満タンセンサ
１１２からの出力電圧は最も小さくなる。
【００５８】
　そこで、図１１に示すように、廃液満タンセンサ１１２の出力電圧に対応して、予めタ
ンク有無を検出する有無閾値Ｖａ、満タンを検出する満タン閾値Ｖｂ（Ｖａ＜Ｖｂ）を定
めている。したがって、廃液満タンセンサ１１２の出力電圧がパターンＡの電圧であると
きには、有無閾値Ｖａ以下であるので廃液タンク１００が正常に装着されていないことが
検出される。同様に、廃液満タンセンサ１１２の出力電圧がパターンＢの電圧であるとき
には、有無閾値Ｖｃを越えているが満タン閾値Ｖｂ以下であるので廃液タンク１００が正
常に装着され満タンになっている状態であり、新しい廃液タンク１００と交換する必要が
ある。廃液満タンセンサ１１２の出力電圧がパターンＣの電圧であるときには、満タン閾
値Ｖｂを越えているので廃液タンク１００が正常に装着され満タンになっていない状態で
あることが検出される。
【００５９】
　そして、一旦満タン状態になった後に満タン状態を解除する満タン解除閾値Ｖｃは満タ
ン閾値Ｖｂより高く設定する（Ｖｂ＜Ｖｃ）ことで、廃液満タンセンサ１１２の出力電圧
がパターンＤの出力電圧であるときには、満タン解除を行うことができるが、廃液満タン
センサ１１２の出力電圧がパターンＣの電圧であるときには満タン解除を行うことができ
ないようにしている。
【００６０】
　したがって、本体同梱廃液タンク１００と交換用廃液タンク１００の満タンセンサ１１
２の初期出力電圧（吸収部材１０２に廃液が吸収されていないときの出力電圧）について
、交換用廃液タンク１００の満タンセンサ１１２の初期出力電圧は満タン解除閾値Ｖｃを
超える値とし、本体同梱廃液タンク１００の満タンセンサ１１２の初期出力電圧は満タン
閾値Ｖｂを超え満タン解除閾値Ｖｃ以下の値とする。なお、満タンセンサの出力電圧とは
、満タンセンサそのものの出力電圧だけを意味するものではなく、満タンセンサの出力の
電圧レベルを変換した場合の変換後の出力電圧を含む意味である。
【００６１】
　これによって、装置本体が本体同梱廃液タンク１００が満タン状態であることを検出し
た後は、満タン解除閾値Ｖｃ以上の出力電圧が確保されている交換用廃液タンク１００が
装着されない限り、満タン状態は解除されないことになる。したがって、一旦満タン状態
になった本体同梱廃液タンク１００をユーザーが意図的に再装着しても満タン解除を行う
ことができないので、使用済みの本体同梱廃液タンク１００が再利用されることを防止で
きる。
【００６２】
　このように、この画像形成装置では、廃液タンクには廃液満タンを検出する廃液満タン
センサが設けられ、この廃液満タンセンサの初期出力電圧に基づいて廃液タンクが装置本
体に予め装着されている本体同梱廃液タンク又は交換用廃液タンクのいずれであるかを判
別することできるので、簡単な構成で満タンになった装置本体に予め装着されている廃液
タンクがそのまま再使用されることを防止することができる。
【００６３】
　また、交換用廃液タンクは、廃液満タンを検出する廃液満タンセンサが設けられ、この
廃液満タンセンサの初期出力電圧が画像形成装置に予め装着されている本体同梱廃液タン
クの廃液満タンセンサの初期出力電圧と異なるので、画像形成装置側では簡単な構成で満
タンになった廃液タンクがそのまま再使用されることを防止することができる。
【００６４】
　さらに、予め装置本体に装着される廃液タンクは、廃液満タンを検出する廃液満タンセ
ンサが設けられ、この廃液満タンセンサの初期出力電圧は画像形成装置に装着される交換
用廃液タンクの廃液満タンセンサの初期出力電圧と異なるので、画像形成装置側では簡単
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な構成で満タンになった廃液タンクがそのまま再使用されることを防止することができる
。
【００６５】
　次に、廃液満タンセンサ１１２の出力電圧を本体同梱廃液タンク１００と交換用廃液タ
ンク１００で異ならせる構成について説明する。
　まず、廃液満タンセンサ１１２を構成する反射型フォトセンサからの出力電圧を調整す
る構成としては、単純に、本体同梱用廃液タンク１００に搭載する反射型フォトセンサと
交換用は廃液タンク１００に搭載する反射型フォトセンサとは、異なる出力電圧が得られ
る反射型フォトセンサとする。
【００６６】
　例えば、本体同梱廃液タンク１００に搭載する反射型フォトセンサにコンデンサーを１
つ付与して抵抗を上げて出力電圧を下げたり、本体同梱廃液タンク１００及び交換用廃液
タンク１００どちらか一方で使用される反射型フォトセンサを製造段階で予め出力電圧が
高め又は低めになるように調整して対応することも可能である。
【００６７】
　次に、廃液満タンセンサ１１２を構成する反射型フォトセンサを異ならせずに、廃液タ
ンク１００の内部構成を異ならせることで出力電圧を調整することもできる。
【００６８】
　ただし、この場合は、反射型フォトセンサは照射物によって同じ焦点距離であっても出
力電圧が大きく異なるので、特に、照射物が吸収部材のようなフェルト状のものは、密度
や粗さによっても最適な焦点距離が異なる上、細かい繊維によって乱反射が生じることか
ら、焦点距離と出力電圧の関係を把握してから実施する必要がある。
【００６９】
　具体例としてフェルトに照射したときの焦点距離と出力電圧の関係を図１２に示してい
る。
　図１２中の線Ｅは満タン解除閾値Ｖｃを示しており、線Ｆは満タン閾値Ｖｂを示してい
る。この図１２の例で交換用廃液タンク（満タン解除閾値以上）の焦点距離を決めるとす
るならば、３．８ｍｍ～９ｍｍの間に焦点距離が来るように反射型フォトセンサとフェル
ト（吸収部材１０２）の位置関係を設定する。同様に、本体同梱廃液タンク１００（満タ
ン閾値Ｖｂ～満タン解除閾値Ｖｃの間）は１ｍｍ～３．８ｍｍの間に焦点距離が来るよう
に反射型フォトセンサとフェルト（吸収部材１０２）の位置関係を設定する。
【００７０】
　ここで、焦点距離の調節は、前述したように、センサ取り付け部位１１５の周囲に設け
たリブ１１４ａ～１１４ｄの高さを本体同梱廃液タンク１００と交換用廃液タンク１００
とで異ならせることで行うことができる。また、吸収部材１０２の枚数を調節することで
も同様の効果が得られる。
【００７１】
　この場合、交換用廃液タンク１００の廃液満タンセンサ１１２を構成する反射型フォト
センサの焦点距離は本体同梱廃液タンク１００の廃液満タンセンサ１１２を構成する反射
型フォトセンサの焦点距離よりも遠くすることで、出力電圧を高くすることができる。
【００７２】
　そこで、この画像形成装置における廃液タンクの有無及び満タン検出に係る部分につい
て図１３のブロック説明図を参照して説明する。
　主制御部２０１は、この画像形成装置の全体の制御を司る部分であり、ＣＰＵ、ＲＯＭ
、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ、不揮発性メモリなどで構成され、廃液タンク有無／満タン検出回路２
０２からの検出信号が入力され、この検出信号に基づいて廃液タンク１００の有無、廃液
タンク１００の満タン処理を行う。
【００７３】
　廃液タンク有無／満タン検出回路２０２は、廃液満タンセンサ１１２からの検知信号を
入力し、廃液満タンセンサ１１２からの検知信号の出力電圧と予め設定した廃液タンク有
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無閾値Ｖａ、満タン閾値Ｖｂ、満タン解除閾値Ｖｃとを比較して、この比較結果に応じた
信号を主制御部１０２に与える。
【００７４】
　ここで、主制御部２０１による処理の一例について図１４のフロー図を参照して説明す
ると、まず、廃液タンク１００が装着されているか否かを判別し、廃液タンク１００が装
着されているときには、廃液タンク１００が満タンであるか否かを判別し、廃液タンク１
００が満タンであれば、装置を停止し、操作／表示部５にエラー表示を行う。
【００７５】
　その後、廃液タンク有無／満タン検出回路２０２の検出信号に基づいて廃液タンク１０
０の満タンセンサ１１２の出力電圧が予め定めた満タン解除閾値Ｖｃを超えているか否か
を判別し、満タンセンサ１１２の出力電圧が満タン解除閾値Ｖｃを超えるまでは満タン解
除を行わないで、装置停止、エラー表示を続行し、満タンセンサ１１２の出力電圧が満タ
ン解除閾値Ｖｃを超えたときに、満タン解除を行って、この処理を抜ける。
【００７６】
　したがって、前述したように、本体同梱廃液タンク１００が満タン状態になったときは
、満タン解除閾値Ｖｃを超える出力電圧が確保されている交換用廃液タンク１００が装着
されない限り、満タン状態は解除されず、使用済みの本体同梱廃液タンク１００が再利用
され、廃液が溢れる事態を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一例を示す前方側から見た斜視説明図である。
【図２】同画像形成装置の機構部の概略を示す構成図である。
【図３】同機構部の要部平面説明図である。
【図４】同画像形成装置の廃液タンクの一例を示す斜視説明図である。
【図５】同じく蓋部材を除いて示す斜視説明図である。
【図６】同じく満タンセンサ周りのリブの説明に供する斜視説明図である。
【図７】図４の断面Ａに沿う模式的断面説明図である。
【図８】同廃液タンクにおける満タン検出の説明に供する図７と同様な模式的断面説明図
である。
【図９】同廃液タンクにおける満タン検出の説明に供する図７と同様な模式的断面説明図
である。
【図１０】同廃液タンクにおける満タン検出の説明に供する図７と同様な模式的断面説明
図である。
【図１１】廃液満タンセンサの出力電圧と閾値の設定の説明に供する説明図である。
【図１２】反射型フォトセンサの出力電圧と焦点距離の説明に供する説明図である。
【図１３】同画像形成装置の廃液タンク有無及び満タン検出処理に係る部分の説明に供す
るブロック説明図である。
【図１４】同じく廃液タンク有無及び満タン検出処理の説明に供するフロー図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１０…インクカートリッジ
　３３…キャリッジ
　３４ａ、３４ｂ…記録ヘッド
　８１…維持回復機構
　１００…廃液タンク
　１０１…タンクケース本体
　１０２…吸収部材
　１０３…蓋部材
　１０４…廃液投入口部
　１０５…空間
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　１０７…リブ
　１１２…廃液満タンセンサ（満タン検知手段）
　１１４ａ～１１４ｄ…リブ

【図１】 【図２】
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【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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